
京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

（前 略） 
（技術室） 

第１６条 別表６右欄に掲げる部局に、当該部局

の教育研究に係る技術支援及び技術開発並び

に実験実習等に関する業務を処理させるため、

同表左欄に掲げる技術室を置く。 
２ 前項の技術室に技術室長を置く。 
３ 技術室長は、別表６右欄に掲げる部局の長の

監督の下に技術室の事務を掌理する。 
（中 略） 
 
 
（中 略） 

別表６（第１６条関係） 
技術室 部局 

理学研究科技術室 理学研究科 
工学研究科技術室 工学研究科 
農学研究科技術室 農学研究科 
 
 
防災研究所技術室 

 
 
防災研究所 

複合原子力科学研究

所技術室 
複合原子力科学研究所 

フィールド科学教育

研究センター技術室 
フィールド科学教育研究セ

ンター 
 

 
（技術室） 

第１６条  
 
 
 
２  
３  
 
 

附 則（令和８年達示第４９号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
別表６（第１６条関係） 

技術室 部局 
理学研究科技術室 理学研究科 
工学研究科技術室 工学研究科 
農学研究科技術室 農学研究科 
医生物学研究所技術

室 
医生物学研究所 

防災研究所技術室 防災研究所 
複合原子力科学研究

所技術室 
複合原子力科学研究所 

フィールド科学教育

研究センター技術室 
フィールド科学教育研究セ

ンター 
  

 

（同 左） 


